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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第58期

当第３四半期
累計期間

第58期
当第３四半期
会計期間

第57期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (百万円) 66,719 20,230 92,745

経常利益 (百万円) 3,887 1,075 5,939

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,853 371 3,427

持分法を適用した
場合の投資利益

(百万円) ─ ─ ─

資本金 (百万円) ─ 5,368 5,368

発行済株式総数 (株) ─ 15,943,000 15,943,000

純資産額 (百万円) ─ 50,007 49,316

総資産額 (百万円) ─ 59,816 60,619

１株当たり純資産額 (円) ─ 3,177.29 3,133.31

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 117.78 23.58 215.98

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ 50.00

自己資本比率 (％) ─ 83.6 81.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,156 ─ 3,385

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △245 ─ △1,928

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △797 ─ △1,346

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ─ 17,371 15,261

従業員数 (人) ─ 748 716

(注) １　当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」に

ついては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に

重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(人) 748

(注) １　従業員数は、当社から社外への出向者を除いてあります。

２　臨時従業員数(嘱託及びパートタイマーを含み派遣社員を除く。)は、従業員数の100分の10未満のため記載して

おりません。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当第３四半期会計期間における商品区分別の販売実績は、次のとおりであります。

　

商品区分 金額(百万円)

動力伝導機器 9,132

産業機器 4,412

制御機器 6,685

合計 20,230

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　総販売実績に対する輸出高の割合は、100分の10未満であります。

３　総販売実績に対し、100分の10以上に該当する主要な販売先はありません。

　

(2) 仕入実績

当第３四半期会計期間における商品区分別の仕入実績は、次のとおりであります。

　

商品区分 金額(百万円)

動力伝導機器 7,404

産業機器 3,754

制御機器 5,756

合計 16,915

(注)　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンを発端とする世界的な金融危機に

よる影響で、株式市場の下落、為替市場の急激な円高、輸出、生産活動の急速な減少もあって、企業収益、雇

用情勢の悪化など、極めて厳しい状況で推移いたしました。

当社を取り巻く機械器具関連業界におきましては、平成20年10月以降、月を追うごとに需要が冷え込

み、工場の減産や閉鎖などが相次ぎ、設備投資の休止や抑制により、企業業績が悪化の一途を辿る中、工作

機械の受注が大幅に減少し続け、３カ月連続で貿易収支の赤字幅が拡大するなど、予想以上に厳しさを増

しております。
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このような状況の下で、当社におきましては期初より『温故知新と未来への挑戦』を基本方針とし、経

営理念を現代的視点で見直し、これを追求することにより業界ナンバーワンを維持することを目標に掲

げ、取扱商品の拡大、市場の拡大、新しいビジネスモデルの創造・開発、新しい付加価値の提供に取り組ん

でまいりました。また、設備面におきましては、平成20年10月より岩手県に北上営業所を開設、12月に新中

部物流センター（小牧市）が完成し、平成21年１月より本稼動するなど、将来に繋がる投資については積

極的に継続してまいります。

この結果、当第３四半期会計期間におきましては、売上高202億３千万円、営業利益10億２千５百万円、

経常利益10億７千５百万円、四半期純利益３億７千１百万円となりました。

商品別の売上高は次のとおりであります。

動力伝導機器分野では、当社の主力の取扱商品である伝導関連用品、ベアリング、直動機器が低迷いた

しました。その結果、売上高91億３千２百万円となりました。

産業機器分野では、昇降揚重機が堅調に推移いたしましたが、環境機器関連商品や各種運搬機器・振動

機、コンベヤ関連機器が低迷いたしました。その結果、売上高44億１千２百万円となりました。

制御機器分野では、当社が最も注力している取扱商品分野である、電気・電子関連商品、ロボット・

ナットランナー、空圧機器が低迷いたしました。その結果、売上高66億８千５百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ８億２百万円減少し、598億１千６百万円とな

りました。流動資産は、前事業年度末に比べ21億２千５百万円減少し、412億８千５百万円となりました。

これは、現金及び預金が21億３千１百万円増加、受取手形及び売掛金が35億３千６百万円減少したこと等

によるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べ13億２千３百万円増加し、185億３千１百万円となりました。これは、

有形固定資産が23億６千７百万円増加、投資その他の資産が９億６千４百万円減少したこと等によるも

のであります。

当第３四半期末における負債合計は、前事業年度末に比べ14億９千４百万円減少し、98億８百万円とな

りました。流動負債は、前事業年度末に比べ31億３千９百万円減少し、72億２百万円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金が22億１千２百万円減少したこと等によるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べ16億４千５百万円増加し、26億６百万円となりました。これは、長期

リース債務が19億７千７百万円増加したこと等によるものであります。

純資産合計は、利益剰余金が10億６千６百万円増加したこと等により500億７百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、第２四半期会計

期間末に比べ６億２千４百万円増加し173億７千１百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、７億７千９百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益が

６億６千９百万円あったこと等によるものであります。

　

EDINET提出書類

株式会社日伝(E02745)

四半期報告書

 5/22



(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、１億４千２百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得に

よる支出が７千４百万円、有形固定資産の取得による支出が４千６百万円あったこと等によるものであ

ります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、１千１百万円となりました。これは、リース債務の返済による支出が

１千１百万円あったこと等によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、前事業年度に計画中であった新中部物流センターにつきましては、平

成20年12月に完成しております。

事業所名 所在地 設備の内容

帳簿価格(百万円)

従業員数(人)

建設仮勘定 リース資産 合計

新中部物流センター 小牧市 物流倉庫 547 2,027 2,575 ─

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　なお、新中部物流センターの土地（5,889.35㎡）につきましては賃借しております。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、(1)主要な設備の状況に記載したもの以外、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 63,000,000

計 63,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 15,943,00015,943,000
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株であります。

計 15,943,00015,943,000― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

─ 15,943,000 ─ 5,368 ─ 6,283

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動を把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載を

しております。

　

① 【発行済株式】

平成20年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 203,800

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,735,300
157,353 ―

単元未満株式
普通株式

3,900
― ―

発行済株式総数 15,943,000― ―

総株主の議決権 ― 157,353 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２個)含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社日伝

大阪市中央区上本町西
一丁目２番16号

203,800 ─ 203,800 1.28

計 ― 203,800 ─ 203,800 1.28

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月

　
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月

　
12月

最高(円) 2,7602,8652,8452,8002,7502,7302,6302,6752,700

最低(円) 2,3202,5302,5502,5552,5502,5051,9802,3702,360

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

　

３　四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的

な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであり、会社間項目消

去後の数値により算出しております。

資産基準 0.5％

売上高基準 0.3％

利益基準 0.1％

利益剰余金基準 0.3％

　

EDINET提出書類

株式会社日伝(E02745)

四半期報告書

10/22



１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,606 16,474

受取手形及び売掛金 ※１, ※３
 18,407

※１, ※３
 21,944

商品 3,826 4,100

その他 450 902

貸倒引当金 △5 △12

流動資産合計 41,285 43,410

固定資産

有形固定資産 ※２
 10,444

※２
 8,076

無形固定資産 582 662

投資その他の資産

その他 7,525 8,474

貸倒引当金 △20 △6

投資その他の資産合計 7,504 8,468

固定資産合計 18,531 17,208

資産合計 59,816 60,619

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※１
 5,694

※１
 7,906

賞与引当金 228 598

その他 1,279 1,836

流動負債合計 7,202 10,341

固定負債

退職給付引当金 212 234

役員退職慰労引当金 － 312

その他 2,394 413

固定負債合計 2,606 961

負債合計 9,808 11,303

純資産の部

株主資本

資本金 5,368 5,368

資本剰余金 7,283 7,283

利益剰余金 37,737 36,670

自己株式 △555 △555

株主資本合計 49,832 48,766

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 175 549

繰延ヘッジ損益 － 0

評価・換算差額等合計 175 549

純資産合計 50,007 49,316

負債純資産合計 59,816 60,619
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 66,719

売上原価 56,971

売上総利益 9,748

販売費及び一般管理費 ※１
 6,125

営業利益 3,623

営業外収益

仕入割引 305

その他 187

営業外収益合計 492

営業外費用

売上割引 201

その他 26

営業外費用合計 228

経常利益 3,887

特別利益

投資有価証券売却益 9

その他 0

特別利益合計 9

特別損失

固定資産処分損 ※２
 10

投資有価証券評価損 505

投資有価証券売却損 10

出資金評価損 100

特別損失合計 626

税引前四半期純利益 3,270

法人税、住民税及び事業税 1,326

法人税等調整額 90

法人税等合計 1,416

四半期純利益 1,853
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【第３四半期会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 20,230

売上原価 17,238

売上総利益 2,992

販売費及び一般管理費 ※１
 1,966

営業利益 1,025

営業外収益

仕入割引 95

その他 56

営業外収益合計 151

営業外費用

売上割引 66

その他 35

営業外費用合計 101

経常利益 1,075

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

投資有価証券評価損 405

特別損失合計 405

税引前四半期純利益 669

法人税、住民税及び事業税 233

法人税等調整額 65

法人税等合計 298

四半期純利益 371
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 3,270

減価償却費 372

売上債権の増減額（△は増加） 3,504

たな卸資産の増減額（△は増加） 277

仕入債務の増減額（△は減少） △2,044

その他 △50

小計 5,330

利息及び配当金の受取額 160

利息の支払額 △14

法人税等の支払額 △2,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △306

投資有価証券の取得による支出 △421

投資有価証券の売却及び償還による収入 553

その他 △71

投資活動によるキャッシュ・フロー △245

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △786

その他 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △797

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,110

現金及び現金同等物の期首残高 15,261

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 17,371
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
 当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

　(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。これによる当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　(2) リース取引に関する会計基準等の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号）（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が

平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、第３四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、第３四半期累計期間のリース資産が有形固定資産に20億３千９

百万円計上され、営業利益は８百万円増加、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ６百万円減少してお

ります。

　この変更は、第３四半期会計期間に重要なリース取引を開始したことによるものであり、第１四半期累計期間

及び第２四半期累計期間には重要なリース取引がなかったため、当該変更が第２四半期累計期間に与える影響

はありません。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が、適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

　

【簡便な会計処理】

　
 当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

３　経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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【追加情報】

　
 当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

当社は、平成20年６月24日開催の定時株主総会において、総会終結の時をもって、取締役及び監査役に対する役

員退職慰労金制度を廃止するとともに、同退職慰労金の打ち切り支給の承認を受けております。これに伴い、当該

役員退職慰労引当金の残高は全額取り崩し、打ち切り支給の未払い分165百万円については固定負債の「その

他」に含めて表示しております。

　

EDINET提出書類

株式会社日伝(E02745)

四半期報告書

16/22



【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　四半期会計期間末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。なお、当第３四半期会計期間末日が金

融機関の休日であったため、次の四半期会計期間

末日満期手形が、四半期会計期間末残高から除か

れております。

※１　　　　　　　　─────

　　　受取手形   951百万円

　　　支払手形   149百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額 3,367百万円※２　有形固定資産の減価償却累計額 3,114百万円

※３　受取手形裏書譲渡高 7,554百万円※３　受取手形裏書譲渡高 8,243百万円

　　　（うち、四半期会計期間末日満期手

形）
（1,107百万円）

　

(四半期損益計算書関係)

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

荷造運搬費 251百万円

従業員給与 2,846百万円

賞与引当金繰入額 228百万円

退職給付費用 99百万円

福利厚生費 555百万円

減価償却費 372百万円

賃借料 362百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円
 
※２　固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

建物 10百万円

構築物 0百万円

器具備品 0百万円

計 10百万円

　

 当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

荷造運搬費 79百万円

従業員給与 759百万円

賞与引当金繰入額 228百万円

退職給付費用 33百万円

福利厚生費 197百万円

減価償却費 137百万円

賃借料 123百万円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 18,606百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △1,234　〃

現金及び現金同等物 17,371百万円
 

　

(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20

年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 15,943,000

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 203,854

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月24日
定時株主総会

普通株式 786 50.00平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金

　
　(2) 基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間末後

となるもの

該当事項はありません。

　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)

著しい変動がないため記載を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)

著しい変動がないため記載を省略しております。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

当第３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 3,177.29円１株当たり純資産額 3,133.31円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 50,007 49,316

普通株式に係る純資産額(百万円) 50,007 49,316

差額の主な内訳(百万円) ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 15,943 15,943

普通株式の自己株式数(千株) 203 203

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

15,739 15,739

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　
 当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

 当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 117.78円１株当たり四半期純利益 23.58円

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

　

項目
 当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

 当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期純利益(百万円) 1,853 371

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 1,853 371

普通株式の期中平均株式数(千株) 15,739 15,739

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月10日

株式会社　日　伝

取締役会　御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　小　　西　　幹　　男　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　堀　　　　　裕　　三　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社日伝の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第58期事業年度の第３四半期会計期間(平成20年

10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社日伝の平成20年12月31日現在の財政状態、同日

をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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